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平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、
高齢化率は38％台の水準になると推計されている。
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（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

日本の人口の推移
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出生数と合計特殊出生率の推移
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フルタイム労働者の賃金 =100
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（資料出所） 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2017」
※「データブック国際労働比較2017」の出典は以下のとおり
日本：厚生労働省（2017.2）「平成28年賃金構造基本統計調査」
イギリス：Office for National Statistics(2016.10) 2016 Annual Survey of  Hours and Earnings-Provisional Results
イギリスを除く欧州：Eurostat Database”Structure of earnings survey 2014”2016年９月現在

（注）パートタイム（短時間）労働者の定義、調査対象、賃金水準の算出方法等は国によって異なるので、比較の際は注意を要する。

〇 フルタイム労働者の時間当たり賃金（所定内給与）に対する、パートタイム労働者の時間当
たり賃金の割合は、欧州諸国に比して、低くなっている。

諸外国のフルタイム労働者とパートタイム労働者の賃金水準
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2015年の日本の労働生産性(就業1時間当たり)
は42.1ドル、OECD加盟35カ国の中では第20位。
前年より順位は1つ上昇。

• 2015年の日本の労働生産性(就業1時間当たり
名目付加価値)は、42.1ドル(4,439円／購買力平
価(PPP)換算)。就業者の増加が生産性低下要因
となったものの、名目GDPの拡大と平均労働時間
の短縮が寄与して名目労働生産性水準が前年
(41.3ドル)から2.1％上昇した（実質ベースでは＋
0.5％の上昇）。

• 日本の労働生産性は、ニュージーランド(41.0ド
ル)をやや上回るものの、米国(68.3ドル)の6割強
の水準にあたる。第１位はルクセンブルクの95.0
ドル(10,006円)で、日本の2.3倍に相当。

• 日本の労働生産性は、OECD加盟35カ国の中で
みると20位。前年(21位)より１つ上昇したが、統計
で遡れる1970年以来、主要先進７カ国の中では
最下位の状況が続いている。

（資料出所）日本生産性本部「労働生産性の国際比較2016年版」

日本の時間当たり労働生産性
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年間総実労働時間の推移
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週労働時間60時間以上の雇用者の割合は、景気の動向に左右される面はあるものの、全体では近年低下傾向にあ
るが、依然として１割弱で推移。
※新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）に掲載された「雇用・人材戦略」の2020年度までの目標

週労働時間60時間以上の雇用者の割合2008年：10.0％ → 2020：５割減（5.0％）

（万人）

（年）

週の労働時間が60時間以上の者の割合

資料出所：総務省 「労働力調査」

（参考）
神奈川県 10.3％（平成24年）
資料出所：総務省「就業構造基本調査」
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脳・心臓疾患の労災補償状況

平成24年度 平成25年度 平成26年度

全国 請求件数 842 （285） 784 （283） 763 （242） 795 （283） 825 （261）

決定件数 741 （272） 683 （290） 637 （245） 671 （246） 680 （253）

うち支給決定件数 338 （123） 306 （133） 277 （121） 251 （96） 260 （107）

［認定率］ ［45.6%］ ［44.8%］ ［43.5%］ ［37.4%］ ［38.2%］

神奈川県 請求件数 58 （14） 62 （17） 62 （16） 75 （30） 49 （22）

決定件数 54 （15） 51 （19） 54 （15） 56 （29） 59 （21）

うち支給決定件数 23 （9） 16 （7） 20 （5） 19 （11） 18 （7）

［認定率］ ［42.6%］ ［31.4%］ ［37.0%］ ［33.9%］ ［30.5%］

（注１）　支給件数及び決定件数のいずれにも当該年度以前に請求があったものが含まれる（請求件数の内数ではない。）。

（注２）　（　）内の数字は死亡者に係る件数である。

精神障害の労災補償状況

平成24年度 平成25年度 平成26年度

全国 請求件数 1,257 （169） 1,409 （177） 1,456 （213） 1,515 （199） 1,586 （198）

決定件数 1,217 （203） 1,193 （157） 1,307 （210） 1,306 （205） 1,355 （176）

うち支給決定件数 475 （93） 436 （63） 497 （99） 472 （93） 498 （84）

［認定率］ ［39.0%］ ［36.5%］ ［38.0%］ ［36.1%］ ［36.8%］

神奈川県 請求件数 91 （12） 133 （13） 122 （14） 118 （13） 140 （12）

決定件数 97 （11） 95 （5） 117 （16） 105 （12） 123 （15）

うち支給決定件数 46 （4） 30 （0） 33 （6） 38 （4） 42 （4）

［認定率］ ［47.4%］ ［31.6%］ ［28.2%］ ［36.2%］ ［34.1%］

（注１）　支給件数及び決定件数のいずれにも当該年度以前に請求があったものが含まれる（請求件数の内数ではない。）。

（注２）　（　）内の数字は自殺者（未遂を含む。）に係る件数である。

平成27年度 平成28年度

平成28年度平成27年度

過労死等の労災補償状況
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年次有給休暇の取得率、付与日数、取得日数の推移
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何らかの疾病を抱えながら働いている

診断確

定時, 

31.7％

最初の

治療中, 

11.6％

治療終

了後か

ら復職

まで, 

11.1％

復職後, 

18.6％

再発後, 

7％

その

他, 

11.6

％

出典：平成２７年度厚生労働科学研究費補助金、厚生労
働省がん対策推進総合事業 働くがん患者の職業復帰
支援に関する研究 高橋班 より

（※１）

離職をする人が約34％存在

不妊治療を受けながら働く人も増えている

5%

8%

13%

23%

29%

37%

0% 20% 40%

解雇された

辞めるように促され

た、もしくは辞めざるを

得ないような配置転換

をされた

もともと辞めるつもり

だった

治療や静養に必要な

休みをとることが難し

かった

会社や同僚、仕事関

係の人々に迷惑をか

けると思った

仕事を続ける自信が

なくなった

（※３）

（※２）

１．患者の現状 ２．患者等のニーズ

14万人

39万人

0

20

40

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

（万人）

※日本産科婦人科学会集
計

◆体外受精による出生児

しかし、例えば、がんの場合は・・・

は

い
69%

いい

え,
29%

その

他,
1%

無回

答 1%

『職場で「不妊治療をしている」と周囲に

話しづらく感じましたか？』

不妊治療の両立のために
必要なこと

職場で不妊治療を周りに
話しづらく感じたか

がん患者の離職理由

がん患者が両立のために
必要なこと

2%

12 %

21%

23%

29%

48%

74%

75%

その他

カウンセリング機

関の設置

情報提供や啓発活

動

支援要員の雇用制

度

再雇用制度

治療費の融資・補

助

就業時間制度

休暇・休業制度

『職場からどのようなサポートが

欲しいですか？（複数回答）』

出典:NPO法人 Fine 「仕事と治療の
両立についてのアンケート」（2015）

柔軟な働き方等の企業の取組が不十分、相談体制も不十分

出典:厚生労働省平成25年度国民生活基礎
調査

（万人）

全疾病

2,007万人
（主要疾病合計782万人）

◆罹患しながら働く人数（主な疾病）

治療開始前に約40％の人が離職

◆不妊治療（体外受精）の治療延べ件数（人）

離職

34％

診断から最初
の治療まで,

8.5％

治療開始前に離職

40.2％

治療を続けながら働
くための制度や社内
の理解が不十分 事業主に伝えにくい

勤務継続

約半数

出生児数

体外受精出生児数

109万人

19,587人
（1.8％）

【Ｈ18】

100万人

47,322人
（4.7％）

【Ｈ26】

治療と仕事の両立について～患者の現状とニーズ～
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※雇用義務のある企業（平成２４年までは５６人以上規模、平成２５年以降は５０人以上規模の企業）についての集計
※法定雇用率は、平成２４年までは、１．８％、平成２５年４月以降は２．０％
※障害者の数のうち、短時間労働者は０．５人でカウント、重度身体・重度知的障害者はダブルカウント

県内雇用の障害者の数

民間企業における障害者の雇用状況

（人）

（％）
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< 神奈川 > 単位:件

精神障害者

27 

41 
47 

74 

89 91 

112 

126 

195 

245 

289 

358 

375 

473 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

新規求職申込件数

新規求職申込件数

身体障害者

新規求職申込件数

新規求職申込件数

知的障害者

就職件数

就職件数

就職件数

就職件数

その他
（発達障害、高次脳機能障害など）

ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況
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1.79 
2.96 

4.42 
6.48 

9.32 

0.00
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3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

【訪問介護員】求人倍率の推移

1.50 1.69 
2.01 2.47 2.44 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

1.50 1.46 
1.94 2.09 

2.58 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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2.59 3.43 
4.33 5.22 

6.12 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0.80 1.08 
1.41 1.70 

2.10 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

１ 最近の雇用失業情勢

•平成29年12月の有効求人倍率（季節調整値）は1.21倍。

神奈川の有効求人倍率の動向

• 平成29年12月の完全失業率（季節調整値）は2.8％。

全国の完全失業率の動向

２ 人手不足分野の職種別求人求職状況 【貨物運転】求人倍率の推移

有効求人数 有効求職者数

求人倍率

（人） （倍）

（人） （倍）

（人） （倍）

（人） （倍）

（人） （倍）

【建設・土木作業員求人倍率の推移

【警備員】求人倍率の推移

【保育士】求人倍率の推移
28年度

職種
有効求
人数

有効求
職数

有効求
人倍率

（前年同
期比）

建
設

型枠大工 3,080 348 8.85 0.06

とび工 7,096 573 12.38 2.10

鉄筋工 1,355 241 5.62 0.49
建設・土木作
業員

19,175 3,132 6.12 0.90

看
護
・保
育
等

看護師 49,971 16,213 3.08 ▲ 0.28

看護助手 9,411 3,401 2.77 0.04

保育士 28,963 11,853 2.44 ▲ 0.03

幼稚園教諭 1633 2072 0.79 0.08

介
護

施設介護員 90,271 23,758 3.80 0.63

訪問介護員 27,952 3,000 9.32 2.84

貨物運転手 24,475 11,656 2.10 0.40

警備員 17,905 6,940 2.58 0.49

（注）各項目は、常用計の数値です。

人材不足に係る現状（平成２８年度）



【60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳くらいまで
11.8

65歳くらいまで
21.4

70歳くらいまで
23.6

働けるうちはいつまでも
29.5

75歳くらいまで
10.1

76歳以上
2.7

無回答
1.0

６５．９％

資料出所：内閣府 「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成25年）
（注１）60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,999）

【県内の希望者全員65歳以上まで働ける企業の状況】

資料出所：神奈川労働局「平成29年「高年齢者の雇用状況」集計結果」

○ 65歳を超えて働きたいと回答した人が約７割を占める。

○ しかしながら、県内企業のうち、70歳以上まで働ける企業は約２割。

【県内の70歳以上まで働ける企業の状況】

高齢者の雇用促進について

55.7

50.1

55.1

18.9

8.6

17.7

2.7

0.2

2.4

0 20 40 60 80

31～300人

301人以上

全企業

希望者全員65歳以

上の継続雇用制度
65歳以上定年

定年制の廃止

18.1

14.1

17.6

1.2

0.5

1.2

2.7

0.2

2.4

0 10 20 30

31～300人

301人以上

全企業

70歳以上の継続雇用

制度等

70歳以上定年

定年制の廃止
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「起業した者」のうち「60歳以上」の割合は大幅に増大

出典：2014年版中小企業白書より抜粋（総務省就業構造基本調査のデータに基づき集計）

「働く高齢者」は増加。「働きたいが働いていない高齢者」は65歳以上で顕著

高齢者の希望する働き方は「非正規雇用」が７～８割。希望する月収は「10万円未満」が過半。

出典：中高年齢者の転職・再就職調査（平成28年,JILPT）のデータに基づき集計
※現在就業中で今後再就職する際に希望する労働条件

59%

58%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望する月収（平成27年）希望する働き方（平成27年）

10万円未満

「働く高齢者」は増加

出典：総務省労働力調査

519

427

398

435

260

250

332

250

199

0 500 1000

平成28年

平成18年

平成8年

計937万人

計847万人

（万人）

65～69歳 70歳以上60～64歳

「働きたいが働いていない高齢者」の
割合（平成24年）

「60歳以上の起業した者」の割合の推移

計1,286万人

正社員 非正規雇用 自営 役員その他 10万～20万
円

20万～40万
円

40万円以上

70%

80%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70-74歳

65-69歳

60-64歳

（％）

(％)

15％

22％
27％
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昭和57年
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平成14年
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平成24年
(2012)

８％
14％

25％
32％

高 齢 者 就 業 の 現 状 と 課 題高 齢 者 就 業 の 現 状 と 課 題
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神奈川労働局 年度別 年齢別 就職件数の推移（パートタイム）
（件）

高齢者の就業促進及び神奈川県の現状



（出典）厚生労働省 平成25年度「職場の働きやすさ・働きがいに関するアンケート調査（従業員調査）」

（１）「働きがい」意識を高める雇用管理制度 （２）「働きやすさ」意識を高める雇用管理制度

（％）
（％）

76.3 

74.7 

73.7 

72.8 

72.2 

72.2 

50.2 

50.5 

49.9 

50.4 

50.3 

51.6 

0 20 40 60 80 100

各自に与えられた仕事の意義や重要性

についての説明

従業員の意見の会社の経営計画への

反映

本人の希望ができるだけ尊重される配

置

自分の希望に応じ、特定のスキルや知

識を学べる研修

提案制度などによる従業員の意見の吸

い上げ

経験が浅い社員に責任ある仕事を任せ

裁量権を与える

81.6 

81.1 

78.3 

78.2 

78.6 

78.6 

76.3 

61.9 

61.5 

62.1 

61.9 

62.4 

63.2 

61.2 

0 20 40 60 80 100

自分の希望に応じ、特定のスキルや

知識を学べる研修

本人の希望ができるだけ尊重される

配置

提案制度などによる従業員の意見

の吸い上げ

保養施設の利用補助など余暇活動

の支援

従業員の意見の会社の経営計画へ

の反映

上司以外の決められた先輩担当者

（メンター）による相談

会社の経営情報の従業員への開示

雇用管理が「実施されている」場合に、｢働きやすい｣｢どちらかと
いえば働きやすい」と回答した割合

雇用管理が「実施されていない場合」に、｢働きやすい｣｢どちらか
といえば働きやすい」と回答した割合

雇用管理が「実施されている」場合に、｢働きがいがある｣｢どちらかと
いえば働きがいがある」と回答した割合

雇用管理が「実施されていない場合」に、｢働きがいがある｣｢どちらか
といえば働きがいがある」と回答した割合

従業員が職場の中で期待され、役立っているという意識（自己効力感）が持てるような雇用管理が重要。

「働きがい」「働きやすさ」意識を高める雇用管理
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